
犬の登録と狂犬病予防接種
犬は、生後91日以上から登録が必要です。また、狂犬
病予防法により、犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年
１回受けなければなりません。犬を飼っている人は、こ
の機会に最寄りの会場で受けてください。
■登録手数料　3,000円　■予防接種料金　3,500円
※釣銭が必要ないように持参してください。

注意事項
・登録対象は生後91日以上の犬です。
・はがきの問診票に記載し、持参してください。
・首輪をよく点検してください。
・自動車などで来る場合は、必ず降ろして予防注射
を受けてください。

・飼い主が制止できない場合や犬が興奮している場
合は、注射できません。

・ふんなどは、飼い主の責任で持ち帰ってください。
・注射後、まれに変調をきたす犬もいます。健康状
態には十分注意してください。

・登録をしましょう（一生に一回です）
・年に一度狂犬病予防注射の接種をしましょう
・飼い犬が逃げていなくなってしまった場合は環境課、警察署（☎46－0110）、
県動物愛護管理センター（☎0565－58－2323）に連絡しましょう

犬や猫などのペットは、飼い主にとっては大切な家族です。一方で犬や猫が苦手な人もいます。また、鳴き声や
排せつ物の臭いなどで周囲に迷惑をかけていることもあります。ペットがその命を終えるまで適切に飼育すること
は飼い主の責任です。愛情と責任を持って、ご近所にも配慮できる飼い主になりましょう。

・子が産まれ、育てられないなら不妊・去
勢の処置をしましょう

・病気や事故を予防するために室内または
ゲージの中で飼いましょう

犬を飼って
いる人へ

猫を飼って
いる人へ動物の飼育相談

県動物愛護センター（☎0565－58－2323）で受け付けてます。
中々無駄吠えをやめないなど犬の飼い方や、放たれている犬がい
るなど、動物で困っている場合は県動物愛護センターへ相談して
ください。

野良猫の問題
可哀想だからといって、ただ餌を与えるだけでは、猫はどんど

ん増え、糞尿をして周りの迷惑となり、結果的に嫌われる存在に
なってしまいます。無責任な餌やりはしないで、適正な飼養をお
願いします。

ペットも
あなたの家族です
― 飼い主の掟 ―
■問　環境課ごみ減量係　☎95－9899
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■問　建築課建築行政係　☎95－9907
阪神・淡路大震災では、地震直接死の８割が家屋の倒壊による圧死・窒息死であり、うち９割がほぼ即死（地震
発生後15分以内に死亡）でした。このうち、昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造建築が大きな被害を受け
ました。いつこの地域で大地震が発生してもおかしくありません。
自分の家が地震に対してどのくらい安全か知り、備え、対策しておくことが重要です。市では国・県の協力で住
宅の耐震診断や耐震改修補助などを行っています。また、令和２年４月から耐震改修補助の上限額を120万円に増
額しています。是非診断を受け耐震改修を検討してください。
■　木造住宅無料耐震診断をご利用ください
市内の昭和56年５月31日以前に着工した木造の住宅（在来軸組構法、伝統工法の２階建て以下に限る）の無料耐
震診断を予算の範囲内で先着順に受け付けます。診断の結果によっては、その後の耐震改修工事や耐震建替工事な
どに対して補助金を利用できる場合があります。
受け付けから結果のお渡しまでは２～３か月かかります。改修などの工事を予定してから申し込んだ場合、補助
制度利用のために工期を大幅に変更する、予定の工期に合わせるために補助制度が利用できないなどの事例があり
ます。当面改修工事などの予定がない場合でも、住まいの現状把握のために早めに申し込んでください。
■　耐震対策への補助制度
耐震診断の結果によっては、耐震改修
（上限120万円）、建て替え（上限50万
円）、解体（上限20万円）、シェルター設
置（上限30万円）などの耐震補助制度を
利用することもできます。非木造住宅の
耐震診断、耐震改修の費用、道路などに
面する危険なブロック塀撤去の一部補助
制度も実施しているので、気軽に相談し
てください。

巨大地震による家屋の倒壊からあなたや家族の命を守りましょう

・補助金申請書提出後、市からの交付決定通知前に着手（契
約、確認申請、工事着手など）した場合は、補助の対象と
なりません。

・次の期日までに工事が完了しない場合は、補助の対象となりませ
ん。
・各制度の補助を重複して申請することはできません。
・耐震改修、建て替え、解体、シェルター設置、ブロック塀撤去の
申請期限は令和４年２月28日㈪です。

注 意
事 項

災害！そのときどうなるの？？災害！そのときどうなるの？？ ■問　防災課地域防災係
☎95－9875

今回のテーマ　ご存じですか？自主防災会
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・自主防災会が主催する防災訓練に参加し、地域や近隣住民を守るのみで
はなく、自分の家族を守る知識や技能を習得しましょう。

・自主防災会の防災備蓄倉庫で管理している物資はわずかです。持病の薬
など、生活に必要なものは各自で事前に用意しておきましょう。
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